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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害防止に関する基本的な方針
(１）被害の現状（令和６年度）

品目

野菜 － －

　とうもろこし － －

　カボチャ － －

　トマト － －

　なす － －

計 － －

水稲 － －

計 － －

水稲 － －

そば 26.70ａ 34.74千円

果樹 － －

　栗 － －

野菜 3.50ａ 149.70千円

　スイカ － －

　とうもろこし － －

　カボチャ 3.50ａ 149.70千円

計 30.20ａ 184.44千円

水稲 34.00ａ 421.07千円

そば 26.70ａ 34.74千円

計 60.70ａ 455.81千円

水稲 － －

果樹 － －

　柿 － －

　栗 － －

野菜 0.50ａ 21.30千円

  ネギ － －

　カボチャ 0.50ａ 21.30千円

計 0.50ａ 21.30千円

水稲 － －

そば 26.70ａ 34.74千円

計 26.70ａ 34.74千円

野菜 － －

　トマト － －

計 － －

118.10ａ 696.29千円

カワウ アユ・イワナ・ヒメマス等 600.0kg 1,200千円

アオサギ アユ・イワナ・ヒメマス等 35.0kg 88千円

635.0kg 1,288千円

1,983.79千円

被害の現状

被害数値

農 林 作 物 被 害 計

水 産 物 被 害 計

被 害 額 計

鳥獣の種類

ハクビシン

ツキノワグマ

カラス

ニホンザル

ニホンジカ

イノシシ

アオサギ

カラス・アオサギ・ツキノワグマ・イノシシ・ニホンザル・
ニホンジカ・ハクビシン・カワウ

計画期間 　令和８年度～令和１０年度

対象地域 　金山町全域

対象鳥獣
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(２）被害の傾向

　本町の野生鳥獣による被害は、山間部から居住区まで拡大傾向にある。主な要因
は、少子高齢化による経営体の減少によるものである。それにより耕作放棄地等の管
理不十分な場所が増加し、野生鳥獣が居住区や農地周辺の藪に生息域を拡大している
ためである。また、過去に当町では確認されていなかった野生鳥獣が近隣より流入し
生息し農林水産物に被害が発生している状況である。

①　カラス
　６～８月頃に町内全域で生活被害（畑作物）が発生している。カラスが加害する農
作物の経営体が無いため令和６年は被害無しとしているが、個体数は増加しており品
目によっては被害が多発する可能性があるため、動向を注視しながら対策を講じる必
要がある。
②　アオサギ
　５～６月頃に田植え後の水田に、踏み荒らしの被害が発生する。また、水産業では
放流魚に被害が発生するため、対策を講じる必要がある。

③　ツキノワグマ
　本町は生息域であり、例年６～１１月頃まで農作物を中心に被害が発生している。
令和７年はブナ等の堅果類が凶作であったため、農作物被害や目撃情報が多かった。
　また、令和７年１０月には人身事故も発生している。秋から初冬にかけて未収穫の
柿に被害が目立った。エサ場に固執する傾向があり、電気柵等の未設置箇所に被害が
集中する。
　また、学習能力があり、電気柵の柵線の下から侵入したり、捕獲檻に入らいない個
体も見受けられる。クマの被害は個体数やエサの状況に大きく左右されるため、引き
続き被害対策が必要である。

④　イノシシ
　近年は農道、根菜類、農業用水路、耕作放棄地、町道、住宅地周辺の堀おこし被害
が目立つ。水稲への被害は農作物被害としてとらえることができるが、根菜類の生活
被害が多く、個体数増加により農作物被害が増加する可能性があるため、対策を講じ
る必要がある。指定管理により捕獲を実施する。

⑤　ニホンザル
　只見川左岸に位置する複数集落に被害等が発生している。農業経営体の高齢化や積
雪のために、防護柵設置等の対策が進まず被害が減少しない。
　また、捕獲が難しいため追払い活動が主流である。そのため個体数は増加傾向であ
る。関係機関からは発信機を装着し事前に追払い活動実施するように指導があるが、
捕獲に至らないため、引き続き花火等による追払い等の対策を講じる必要がある。サ
ル用電気柵設置のモデル地区を設定し、サル用電気柵設置を促進する。

⑥　ニホンジカ
　過去に出没が確認されて以降、目撃情報が増加しており、近年は葉物野菜やソバに
被害が確認されている。個体数が増加傾向であり今後森林への被害が発生する可能性
もあるため、注視しながら捕獲による対策を講じる。指定管理により捕獲を実施す
る。

⑦　ハクビシン
　夏から秋にかけて、とうもろこし・トマト等の収穫期に生活被害が発生する。ま
た、住居や車庫等に侵入し家屋内に生息する個体がいる。今後も被害状況を注視しな
がら対策を講じる必要がある。

⑧　カワウ
　本町では５～１１月にかけて只見川流域・野尻川流域・沼沢湖で飛来が確認されて
おり、地元の３つの漁業協同組合が放流するアユ、イワナ、ヒメマス等が被害を受け
ている。被害が拡大傾向にあり、県の個体数調整の計画に則しながら個体数の管理対
策を講じる必要がある。
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(３）被害の軽減目標

(４）従来講じてきた被害防止策

捕獲等
に関す
る取組

防護柵
の設置
等に関
する取
組

生息環
境管理
その他
の取組

指 標 現状値（令和６年度） 目標値（令和１０年度）

農産物被害額 696.29千円 626.66千円

0.00千円 0.00千円

0.00千円 0.00千円

184.44千円 166.00千円

455.81千円 410.23千円

21.30千円 19.17千円

34.74千円 31.27千円

0.00千円 0.00千円

農産物被害面積 118.10ａ 82.40ａ

0.00ａ 0.00ａ

0.00ａ 0.00ａ

30.20ａ 21.14ａ

60.70ａ 42.49ａ

0.50ａ 0.35ａ

26.70ａ 18.42ａ

0.00ａ 0.00ａ

水 産 物 被 害 額 1,288千円 1,159千円

カワウ 1,200千円 1,080千円

アオサギ 88千円 79千円

水 産 物 被 害 量 635kg 572kg

カワウ 600kg 540kg

アオサギ 35kg 32kg

従来講じてきた被害防止策 課題

①大規模緩衝帯整備を毎年20ha程度で設
置

②忌避剤・追上げ花火等を配布し対策の
実施
③放任果樹の除去を実施
④センサーカメラの設置、加害鳥獣の特
定

①緩衝帯設置の要望が増えており、財源
　確保
②少子高齢化による実施者の確保
③町外所有者の同意取得、財源確保
④新たな加害鳥獣への被害軽減の対処
　方法
⑤人的圧力低下

①有害鳥獣捕獲隊を組織し、有害鳥獣
　の捕獲活動（個体数の調整措置も含
　む）を実施
②捕獲後の処理方法については、原則
　埋設としている
③獣用捕獲器等の購入・借受

①捕獲隊員の高齢化による隊員の減少、
　新規有資格者の確保

②重機借上げにより実施、財源確保

③財源確保
①令和２年度より町単独補助を拡充
　防護柵購入費用
　個人：補助率1/2　上限25千円に加え
　共同設置：補助率2/3　上限300千円
　行政区設：補助率3/4　上限600千円
②追上げ花火を600～1000千円購入し
　行政区長を通じ農業経営体等で実施

①設置箇所では被害が無くなるが、未設
　置箇所に被害が集中する
　高齢化率が高く、設置困難者の増加

②物価高騰による財源確保、実施者の減

カラス

アオサギ

ツキノワグマ

イノシシ

ニホンザル

イノシシ

ニホンザル

ニホンジカ

ハクビシン

ニホンジカ

ハクビシン

カラス

アオサギ

ツキノワグマ
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(５）今後の取組方針

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項
（１）対象鳥獣の捕獲体制

（２）その他捕獲に関する取組
年度

８

９

１０

本町の被害防止対策の基本方針は、以下のとおりである。
集落（住民）の取組
　①追上げ花火実施
　②鳥獣用忌避器具（剤）・センサーカメラ等の設置
　③防護柵（電気柵）の設置・維持管理
　④農地・住宅地周辺の草刈り等の実施
　⑤町・警察等への被害・目撃の情報の提供
　⑥収穫残渣等の誘因物の除去

町の取組
　①追上げ花火の購入及び配布
　②鳥獣用忌避器具（剤）・センサーカメラ等の購入・貸出・配布
　③防護柵（電気柵）購入費用の補助継続（個人、共同等、行政区設置)
　④大規模緩衝帯の整備（被害多発個所や過去に人的被害があった場所を中心に）
　⑤住民・関係機関との連携及び情報の共有・広報
　⑥加害鳥獣の特定・生息域調査・被害状況調査等
　⑦被害防止に係る講習会等の実施
　⑧鳥獣被害対策実施隊、有害鳥獣捕獲隊の編成及び人員確保に向けた取組
　⑨捕獲器の購入、放任果樹の除去
　⑩各種研修会等への参加、住民への情報提供
　⑪新技術等（ICT、ﾄﾞﾛｰﾝ、発信機導入等含む）の情報収集及び効果検証
　⑫新たに流入する鳥獣被害対策の検討

　福島県猟友会両沼支部金山分会の推薦を受け町長が任命し、有害鳥獣捕獲隊を編成
　また、捕獲隊から推薦を受けた町民と町担当職員等を加えた鳥獣被害対策実施隊を編成
　捕獲は町と捕獲隊が時期、場所等について協議し実施する。

対象鳥獣 取組内容
ｶﾗｽ・ｱｵｻ
ｷﾞ・ﾂｷﾉﾜｸﾞ
ﾏ・ｲﾉｼｼ・ﾆﾎ
ﾝｻﾞﾙ・ﾆﾎﾝｼﾞ
ｶ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ・
ｶﾜｳ

・隊員確保のため、狩猟免許試験実施の周知
・センサーカメラによる鳥獣の特定、出没時間等の把握
・ツキノワグマ用捕獲器の更新
・ＩＣＴを活用した捕獲技術の確立・サル用GPS発信機の導入検討
・新たに流入した鳥獣の捕獲の実施
・狩猟者の資格取得経費・更新経費の補助の見直し

ｶﾗｽ・ｱｵｻ
ｷﾞ・ﾂｷﾉﾜｸﾞ
ﾏ・ｲﾉｼｼ・ﾆﾎ
ﾝｻﾞﾙ・ﾆﾎﾝｼﾞ
ｶ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ・
ｶﾜｳ

・隊員確保のため、狩猟免許試験実施の周知・資格取得経費の補助
・センサーカメラによる鳥獣の特定、出没時間等の把握
・ツキノワグマ用捕獲器の更新
・ＩＣＴを活用した捕獲技術の確立
・新たに流入した鳥獣の捕獲の実施

ｶﾗｽ・ｱｵｻ
ｷﾞ・ﾂｷﾉﾜｸﾞ
ﾏ・ｲﾉｼｼ・ﾆﾎ
ﾝｻﾞﾙ・ﾆﾎﾝｼﾞ
ｶ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ・
ｶﾜｳ

・隊員確保のため、狩猟免許試験実施の周知・資格取得経費の補助
・センサーカメラによる鳥獣の特定、出没時間等の把握
・ツキノワグマ用捕獲器の更新
・ＩＣＴを活用した捕獲技術の確立
・新規狩猟者確保啓発イベントの周知
・新たに流入した鳥獣の捕獲の実施
・次期対策のための取り組み検討及び見直し
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（３）対象鳥獣の捕獲計画

９年度 １０年度

捕獲手段
捕獲の実施
予定時期

捕獲予定場所

銃器 通年 農地

銃器 ４～１１月 河川・湖沼

箱わな・銃器 ４～１１月
農地・居住区周辺に
出没した場合等

くくりわな・箱わ
な・銃器

通年 農林地

囲いわな・箱わな・
銃器

通年 農林地

くくりわな・箱わ
な・銃器

通年 農林地

箱わな 通年 農地・居住区周辺

銃器 通年 河川・湖沼

福島県第１３次鳥獣保護管理事業計画、福島県ツキノワグマ管理計画、福島県ニホン
ザル管理計画及び金山町ニホンザル管理事業実施計画、福島県ニホンジカ管理計画、
福島県イノシシ管理計画、福島県カワウ管理計画の基準により捕獲を行う。

　捕獲計画数等の設定の考え方

カワウ
福島県第１３次鳥獣保護管理事業計画、福島県カワウ管理計画に基
づく基準による。

ニホンザル
福島県第１３次鳥獣保護管理事業計画、福島県ニホンザル管理計画
及び金山町ニホンザル管理事業実施計画に基づく基準による。

ニホンジカ
福島県第１３次鳥獣保護管理事業計画、福島県ニホンジカ管理計画
に基づく基準による。

カラス 福島県第１３次鳥獣保護管理事業計画に基づく基準による。

アオサギ 福島県第１３次鳥獣保護管理事業計画に基づく基準による。

イノシシ
福島県第１３次鳥獣保護管理事業計画、福島県イノシシ管理計画に
基づく基準による。

捕獲計画数等
８年度

ツキノワグマ

カワウ

アオサギ

対象鳥獣

ニホンザル

ニホンジカ

イノシシ

ハクビシン

カラス

　捕獲等の取組内容

区　分

ツキノワグマ

ハクビシン 福島県第１３次鳥獣保護管理事業計画に基づく基準による。

福島県第１３次鳥獣保護管理事業計画、福島県ツキノワグマ管理計
画に基づく基準による。
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捕獲の実施
予定時期

４～１１月

通年

通年

（４）許可権限移譲事項 

４．防護柵の設置等に関する事項
（１）侵入防止柵の整備計画

９年度

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組

９年度

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項

協議会が実施隊等に依頼、緩衝帯設置（20ha程度）
環境税・譲与税を財源に、町が私有林を整備
所有者要望集約、町が放任果樹伐採を委託

協議会が実施隊等に依頼、緩衝帯設置（21ha程度）
環境税・譲与税を財源に、町が私有林を整備
所有者要望集約、町が放任果樹伐採を委託

協議会が実施隊等に依頼、緩衝帯設置（22ha程度）
環境税・譲与税を財源に、町が私有林を整備
所有者要望集約、町が放任果樹伐採を委託

対象鳥獣
取組内容

８年度 １０年度

ツキノワグマ 農業経営体が電気
柵を購入・設置管
理、町が購入費用
を助成
協議会が追上げ花
火を購入・配布
し、地域住民が実
施

農業経営体が電気
柵を購入・設置管
理、町が購入費用
を助成
協議会が追上げ花
火を購入・配布
し、地域住民が実
施

農業経営体が電気
柵を購入・設置管
理、町が購入費用
を助成
協議会が追上げ花
火を購入・配布
し、地域住民が実
施

年度 対象鳥獣 取組内容

８

９

１０

ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ・ｲﾉｼｼ・ﾆﾎﾝｻﾞ
ﾙ・ﾆﾎﾝｼﾞｶ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ

ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ・ｲﾉｼｼ・ﾆﾎﾝｻﾞ
ﾙ・ﾆﾎﾝｼﾞｶ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ

ニホンジカ

ハクビシン

ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ・ｲﾉｼｼ・ﾆﾎﾝｻﾞ
ﾙ・ﾆﾎﾝｼﾞｶ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ

イノシシ

ニホンザル

ツキノワグマ 電気柵設置
個人設置　　15件
共同設置　　 5件

電気柵設置
個人設置　　15件
共同設置　　 5件

対象鳥獣

- -

電気柵設置
個人設置　　15件
共同設置　　 5件

イノシシ

ニホンザル

ニホンジカ

ハクビシン

対象鳥獣
整備内容

８年度 １０年度

対象地域

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容
必要性・及
び当該鳥獣
被害実施隊
員による捕
獲手段

捕獲予定場所

ツキノワグマ 警戒心が強く、遠
距離での捕獲が散
弾銃で困難なため

農林地

イノシシ 農林地

ニホンジカ 農林地
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６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる
おそれがある場合の対処に関する事項
（１）関係機関等の役割

（２）緊急時の連絡体制

被害発生
地区住民

通
報

申
請

許
可

現
地

確
認

報告

出動要請 相互連絡

報
告

許
可

申
請

許
可

会津地方振興局

県 民 環 境 部

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有
　効な利用に関する事項
（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法

（２）処理加工施設の取組

（３）捕獲をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組

出荷・摂取制限等解除になれば検討

出荷・摂取制限等が解除となり有効利用可能な状況になれば検討

出荷・摂取制限等解除になれば検討

出荷・摂取制限等解除になれば検討

利用可能なものについては利用を図る

利用可能なものについては利用を図る

食品

ペットフード

皮革

その他
（油脂、骨製品、角製
品、動物園等でのと体給
餌、学術研究等）

金 山 町 鳥 獣 被 害

福 島 県 猟 友 会

両沼支部金山分会

現在は町有地で捕殺後埋設処理している。野生動物の摂取制限等が解除となれば、ジ
ビエ利用や処理施設整備を検討する。

福島県猟友会両沼支部
金山分会

実施隊活動の協力

金山町
会津坂下警察署

対 策 実 施 隊 金山・横田駐在所

相互協力

会津坂下警察署
金山及び横田駐在所

住民への注意喚起、緊急時における発砲への助言

福島県会津地方振興局
（県民環境部）

捕獲許可権者が県知事である鳥獣の有害鳥獣捕獲許可、助
言等

金山町鳥獣被害
防止対策協議会

金山町鳥獣被害対策
実施隊

銃器、ワナによる捕獲の実施

関係機関等の名称 令和７年度
被害状況の確認及び住民への情報提供及び注意喚起
捕獲許可申請（権限委譲分は捕獲許可）
関係機関への連絡

金山町
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９．被害防止施策の実施体制に関する事項
（１）協議会に関する事項

金山町鳥獣被害防止対策協議会

（２）関係機関に関する事項

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

関係機関の名称 役割

構成期機関の名称 役割
協議会の名称

金山町 　協議会事務局、連絡調整、被害の把握

　有害鳥獣関連の情報提供及び被害防止に関する
指導を行う。

只見川漁業協同組合
野尻川非出資漁業協同組合
沼沢漁業協同組合

金山町鳥獣被害対策実施隊
金山町有害鳥獣捕獲隊

福島県鳥獣保護管理員
　有害鳥獣関連の情報提供並びに保護及び管理に
関する助言、指導を行う。

平成２４年６月に金山町鳥獣被害対策実施隊を組織
現状　対象鳥獣捕獲員６名（内訳　民間６名）
令和元年度６月より緩衝帯設置対策のみを行う隊員を新たに任命（現状６名）
組織　　実施隊長　１名、副隊長１名
事務局　金山町農林課　４名

　実施体制維持・強化のため捕獲隊員及び予定者に銃所持等に係る経費の一部助成
　現場で対策を実施する者の知識・技術向上の参加費用や罠購入費用の一部助成

　有害鳥獣関連の情報提供及び捕獲作業等の対策
を行う。

　内水面における有害鳥獣関連の情報提供を行
う。

福島県会津地方振興局
県民環境部

  有害鳥獣の捕獲及び被害防止に関する助言及び
指導を行う。

福島県会津農林事務所
会津坂下農業普及所
金山普及所

　有害鳥獣による農作物の被害防止に関する助言
及び指導を行う。

福島県会津農林事務所
森林林業部

　農地周辺の環境整備としての森林管理・森林整
備手法について、助言及び指導を行う。

金山町区長協議会 　地域における有害鳥獣関連の情報提供を行う。

会津森林管理署 　国有林での有害鳥獣関連の情報提供を行う。

会津よつば農業協同組合金山支店
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